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区内の消費者団体の活動成果を発表し、区民の皆さんに消費生活や環境について理解を

深めてもらう場として、『すみだ消費生活展』を開催します。また、衣類のリフォーム教室

の受講者が自らモデルとなり成果発表する『リフォームファッションショー』も行います。

ともに入場料は無料です。たくさんの皆さんの来場をお待ちしております。

すみだ消費生活展２００６ 

「来て。見て。ナットク たのしい生活展」 

すみだ消費生活展を下記の内容で行います。暮

らしに役立つ情報をたくさん提供します。ご来場

の際には、マイバッグをご持参ください 

[と き] 10 月 21 日(土)午後１時～４時 

       22 日(日)午前 10 時～午後３時 

[ところ]すみだリバーサイドホール 

＊先着プレゼント 21 日午後 1 時、22 日午前

10 時、午後 1 時(各回先着 100 名様限り)大

人には｢みどりの夢 23｣BOX ティッシュペー

パーを、子どもには"ねりけし"を差し上げます。 

◎消費生活展実行委員会のコーナー 

▼米粉パンの紹介・試食、骨密度測定･牛乳配布、

手作り小物販売(すみだ消費者グループ くらし

いきいき会)▼休憩処、健康レシピ配布、握力測

定－粗品配布－(さつき会) ▼子どもの食生活

と成人習慣病の学習展示･クイズ・アンケート、

生協食品の紹介、食のレシピ(コープとうきょう

墨田区コープ会)▼低栄養と認知症を予防する

料理の紹介（まないたサークル）▼シンプル･

ナチュラル生活のためのリサイクルや石けん使

用の提案・商品販売展示(生活協同組合東京マイ

コープ墨田連絡会)▼リフォーム相談(土曜日の

み)･作品展示、余り布で作成したアイデア小物

販売(衣類のリフォームの会) 

◎協力団体のコーナー 

「パソコンによる食生活診断･農業実体験」「計

量感覚ゲーム」「生ごみ処理機展示」「省エネに

つながる身近な取り組みの紹介」「食中毒予防、

食品表示の見方紹介」「パソコンによる食事診

断」「耐震相談、住まいの相談」「生活習慣病予

防のための栄養アドバイス」「乗馬フィットネス

機器体験コーナー」ほか 

◎その他のコーナー 

おもちゃの病院(壊れたおもちゃを無料で修

理します。一家族２点まで）、消費者相談、チャ

リティミニ物産展、福引（展示を見てクイズに

答え、正解すると福引を１回引けます。） 

リフォームファッションショー２０06 

「資源を活かそう ここがすごい エコファッション」 

今年も「衣類のリフォーム教室の受講生」や

「衣類のリフォームの会」の成果発表を中心に

リフォームファッションショーを開催します。 

リフォーム教室の受講生と衣

類のリフォームの会の皆さんが、

タンスの奥に眠っている着るこ

とのなくなった着物・洋服を、

今風のおしゃれ着にリフォーム

しました。製作者が自らモデル

となり成果を発表します。 

リサイクルの楽しさを伝えるショーに、お誘

い合わせのうえ、ぜひお越しください。 

[と き] 12 月 2 日(土)午後１時 30 分～３時 

[ところ] 国際ファッションセンター ホール 

（横網１－６－１） 

平成１８年１０月発行 第２０号 



 

            

 

利用したことのない業者からダイレクトメールが！！ 

              私の個人情報が・・・ 

平成１７年４月１日に「個人情報保護法」が

施行されてから、個人情報に関するさまざまな

相談が入るようになりました。 

相談事例 

○利用したことのない通信販売業者からダイ

レクトメールが度々送られてくるようにな

りました。業者はどこから住所・氏名を知っ

たのでしょうか。自分の個人情報を開示して

もらうことができますか。 

○資格取得のための教材の電話勧誘が、会社に

あり、会社名と個人名が知られています。自

分の個人情報の入手経路を知ることはでき

ますか。 

アドバイス 

個人情報の取り扱いに気をつけて 

個人情報を提供した覚えがない業者から、ダイ

レクトメールが送られてきたり、電話が入ったり

することがあります。自分で提供した情報がグル

ープ内や関連会社で使われたり、第三者から購入

したりしていることなどが考えられます。 

また、出身校の卒業名簿や会社の社員名簿、ア

ンケートへの回答などから収集されることもあ

ります。 

相談事例の場合は、

「個人情報保護法」に

定める開示請求権によ

って、業者が保有して

いる個人情報を開示請

求することができます。

また、適正な手段で個

人情報を取得したかについて、業者に説明を求め

ることができます。 

自分の個人情報をむやみに提供しないよう“自

分の情報は自分で守りましょう” 

【墨田区の相談窓口】 

▼個人情報保護制度に関する相談 

  総務部総務課文書管理・情報公開担当 

  03-5608-6241 

▼事業者が保有する個人情報の取り扱い

に関する事業者相談 

  商工担当産業経済課産業振興担当 

  03-5608-6188 

【東京都の相談窓口】 

生活文化局広報広聴部情報公開課個人情報係 

03-5388-3160 

消消費費者者セセンンタターー相相談談窓窓口口かからら 

押上駅（Ａ３出口）から、それぞれ徒歩約５分 

交通／東武線業平橋駅、京成線・東京メトロ半蔵門線 

困ったときは早めにご相談を 

すみだ消費者センター相談室 

相談日：月～金曜日 

相談時間：午前９時３０分～正午 

午後 1 時～４時３０分 

なお、電話による相談は、午後４時まで 

相談室専用電話：５６０８－１７７３ 

すみだ消費者センター相談室 

相 談 日：月～土曜日 

＊土曜日は電話相談のみ受け付けています 

相談時間：午前９時３０分～ 

午後４時３０分 

専用電話：５６０８－１７７３ 
＊最初は電話でご相談ください 

所在地：墨田区押上 2－12－7－215 

困ったときは早めにご相談を 




